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H17/18/19土砂災害 被害概要（垂水市）

平成17年9月台風14号

被害状況

平成18年7月集中豪雨
被害状況

平成19年7月台風4号

死者：5人、負傷者：0人

全壊：39棟、半壊：20棟、一部損壊：200棟

避難勧告：8,352世帯 19,446人（市内全域）

平成17年台風14号（垂水市高峠）
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9/5 19時50分
土砂災害警戒情報発表

9/6 10時43分
避難勧告発令

9/6 9時30分
土石流発生

被害状況

3.災害写真

死者：0人、負傷者：0人

全壊：8棟、半壊：0棟、一部損壊：5棟

避難勧告：8334世帯 19,101人

平成18年集中豪雨（垂水市高峠）
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7/5 21時45分
土砂災害警戒

情報発表

7/5 23時頃
土石流発生

7/5 22時00分
上市木地区

自主避難完了

7/5 22時10分
避難勧告発令

死者：0人、負傷者：0人

全壊：5棟、半壊：1棟、一部損壊：1棟

避難勧告：3,905世帯8,574人（土砂災害
危険箇所を有する80振興会（町内会）を
特定して発令）

平成19年台風4号（垂水市輝北）
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7/14 12時30分
土石流発生

7/13 15時30分
土砂災害警戒情報発表

7/13 14時00分
避難勧告発令

•危険箇所が周知されていなかった
•土砂災害に対する避難勧告を考えたことがなかった
•避難所までの道のりが遠い
•災害時要援護者の移送に苦慮した

災害時の主な課題 災害時の主な課題 災害時の主な課題

•自主防災組織結成率が低い
•現地の全体的な状況が把握できなかった
•避難勧告発令地区を特定できなかった
•災害時要援護者施設への連絡体制がなかった

・避難勧告発令地区を土砂災害危険箇所を有する
振興会までしか特定できなかった
•避難所開設準備が十分でない

 3日にわたる多量の降水の後に土石流が発生した。
 県では土砂災害警戒情報を発表し、土砂災害についての注意を喚起
した。
 翌日、土石流が発生した。
 土石流は、避難勧告発令前に発生した。
 市内の３地区（新御堂（上ノ宮）、新城小谷、新御堂（上新御堂）
地区）で５人の尊い命を奪った。

災害の特徴

 半日程度の短時間の多量の降水により土石流が発生した。
 県では土砂災害警戒避難情報を発表し、土砂災害についての注意を
喚起した。
 上市木地区では、土石流により5戸で被害を受けたが自主避難によ
り人的被害は発生しなかった。
 避難勧告は上市木地区の自主避難完了後に発令された。
 避難勧告は発令地区を特定せず、全市に対して発令された。
 土石流は、避難勧告発令後、1時間以内に発生した。
 建物被害は生じたが、人的被害は防ぐことができた。

災害の特徴

 半日程度の短時間の多量の降水により土石流が発生した。
 避難勧告は土砂災害危険箇所を有する80振興会に特定して発令さ
れた。
 避難勧告が発令された後に、県が土砂災害警戒避難情報を発表し
た。
 避難勧告発令後、約1日後に土石流が発生した。
 建物被害は生じたが、人的被害は防ぐことができた。
 土石流により二川地区では5戸（含む郵便局）が全壊したが、避難
が完了していたので人的被害は防ぐことができた。

災害の特徴

平成18年度地域防災計画の修正 平成19年度地域防災計画の修正
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垂水市における警戒避難体制の取組み

垂水市地域防災計画（H19年度修正）
【土砂災害予防計画】
【避難の勧告・指示】【避難指示等の基本方針】
【避難指示等の実施要領】【避難指示等基準】
【自主避難】

垂水市地域防災計画（H18年度修正）
【避難指示等の基準】

全市共通だった避難勧告基準を山間部と平野部で別に設定
（山間部は連続雨量が50mm程度平野部より少なくても勧告可能に）
土砂災害警戒情報、土砂災害警戒監視情報、前兆現象の活用を追加

雨量基準のうち、連続雨量は超過していたが時間雨量は越
えていなかったため避難勧告を出さなかった

避難勧告等の発令

消防「災害巡視員」チームによる急傾斜地の警戒

鹿児島大学と協力した防災マップ作り

講演会による防災マップ作り 防災マップの配布、ホームページでの公開（H18年度）
垂水市地域防災計画（H19年度修正）

【災害危険箇所等の調査結果の周知】土砂災害に対応した体制がない

自主防災組織の結成率アップ H17年10.3% →H18年49.3% →H19年
67.3% （149振興会のうち105、43組織）

垂水市地域防災計画（H19年度修正）【自主防災組織の育成計画】
防災リーダーの育成

自主防災組織の設立を促す
防災管理監の採用による専門家のアドバイス
防災訓練への職員参加

土砂災害に対する安易な捉え方、根拠のない自信

防災意識の向上

災害時要援護者の施設への受入れ体制の整備．82振興会のうち約50
確認済み

要援護者の施設への受入れ体制が整備されていない

要援護者を収容する施設への連絡体制がない

垂水市災害時要援護者「避難支援プラン」の策定

要援護者の避難所での対応に苦慮した
（長机に寝かせた例も）

垂水市災害時要援護者「避難支援プラン」
垂水市地域防災計画（H19年度修正）【要援護者の避難体制の強化】

災害対策本部に避難輸送対策部を新設．交通弱者の避難体制の強化要援護者の移送に苦慮した（市に搬送用車両がない）

災害時要援護者への支援

1避難所に職員2名配備．避難勧告前から対応※避難所開設準備に関して

漁協との協定により海からの救助が可能に．ヘリ（陸自）との協力体制を
検討中

県のマニュアルに基づいた地域防災計画の変更
垂水市地域防災計画（H19年度修正）【孤立化集落対策】

孤立化対策を追加

沿岸部で道路が寸断され孤立地域が発生した

避難所までの道のりが遠い

垂水市地域防災計画（H18年度修正）
（H18年度修正）【避難所の設置及び管理】
（H19年度修正）【地域別避難所】【二次避難場所の開設】
【病院・社会福祉施設等における避難誘導】【広域的避難収容・移送】等

指定避難所の見直し（公民館・体育館など16箇所）
警戒区域の指定に伴い避難場所5ヶ所を変更・廃止
垂水市災害時要援護者「避難支援プラン」の策定
自治公民館を一時避難所に利用

避難所が不足している
（自治集会所が危険な場所に立地）
（避難所への職員配備の問題）

避難所の開設・運営

土砂災害警戒情報を防災無線で住民に提供

土砂災害警戒情報を市→振興会・自主防災組織の長→住民の流れで
提供

土砂災害警戒情報のみで避難勧告を出すのは困難
（区域の設定が問題．市町村単位を細分化してほしい）

早期避難の重視

振興会単位での避難勧告の発令
コミュニティFMの活用を検討中
メールの活用

防災無線、直に伝達、広報車による伝達

報道機関との連携
避難勧告の責任者の明確化

避難勧告・避難指示を出したことがない
土砂災害に対する避難勧告を考えたことがなかった

土砂災害警戒区域等を追加

垂水市地域防災計画（H19年度修正）【災害用独立電源の整備】市庁舎へ小型発電機を常備※情報伝達手段の確保

報道機関への情報公開．対策本部の開放

垂水市地域防災計画【 H19】【報道機関に対する情報発表の方法】「災害時における放送要請に関する協定」の締結
コミュニティFMの開設支援
メールサービスの登録周知 H18年200 →H20年現在850

主に防災無線と自主防災組織の長への直接連絡

※住民への情報伝達体制の強化

雨量局を9局設置し雨量情報を消防本部に送信（相互通報事業）
中継局が不通になり雨量情報が得られなかった
（庁舎屋上の雨量計のみで対応した）

土砂災害警戒監視情報がレベル3が点灯する度に消防が巡視に向かう

土砂災害警戒情報をFAX受信したが白黒のため見づらかっ
た．特に図は詳細が分からず判断できなかった

市の電話回線数等の制限により住民からの情報を十分に受
けられなかった（現地の全体的な状況が把握できなかっ
た）

災害発生予測や気象状況等は行政からの一方的な伝達で、
住民からの情報が入手しづらかった

情報の収集・伝達

取組みに関する主なアウトプット課題に対する取組み災害経験で明らかになった課題ガイドライン項目

垂水市地域防災計画（H19年度修正）
【土砂災害予防計画】
【避難の勧告・指示】【避難指示等の基本方針】
【避難指示等の実施要領】【避難指示等基準】
【自主避難】

垂水市地域防災計画（H18年度修正）
【避難指示等の基準】

全市共通だった避難勧告基準を山間部と平野部で別に設定
（山間部は連続雨量が50mm程度平野部より少なくても勧告可能に）
土砂災害警戒情報、土砂災害警戒監視情報、前兆現象の活用を追加

雨量基準のうち、連続雨量は超過していたが時間雨量は越
えていなかったため避難勧告を出さなかった

避難勧告等の発令

消防「災害巡視員」チームによる急傾斜地の警戒

鹿児島大学と協力した防災マップ作り

講演会による防災マップ作り 防災マップの配布、ホームページでの公開（H18年度）
垂水市地域防災計画（H19年度修正）

【災害危険箇所等の調査結果の周知】土砂災害に対応した体制がない

自主防災組織の結成率アップ H17年10.3% →H18年49.3% →H19年
67.3% （149振興会のうち105、43組織）

垂水市地域防災計画（H19年度修正）【自主防災組織の育成計画】
防災リーダーの育成

自主防災組織の設立を促す
防災管理監の採用による専門家のアドバイス
防災訓練への職員参加

土砂災害に対する安易な捉え方、根拠のない自信

防災意識の向上

災害時要援護者の施設への受入れ体制の整備．82振興会のうち約50
確認済み

要援護者の施設への受入れ体制が整備されていない

要援護者を収容する施設への連絡体制がない

垂水市災害時要援護者「避難支援プラン」の策定

要援護者の避難所での対応に苦慮した
（長机に寝かせた例も）

垂水市災害時要援護者「避難支援プラン」
垂水市地域防災計画（H19年度修正）【要援護者の避難体制の強化】

災害対策本部に避難輸送対策部を新設．交通弱者の避難体制の強化要援護者の移送に苦慮した（市に搬送用車両がない）

災害時要援護者への支援

1避難所に職員2名配備．避難勧告前から対応※避難所開設準備に関して

漁協との協定により海からの救助が可能に．ヘリ（陸自）との協力体制を
検討中

県のマニュアルに基づいた地域防災計画の変更
垂水市地域防災計画（H19年度修正）【孤立化集落対策】

孤立化対策を追加

沿岸部で道路が寸断され孤立地域が発生した

避難所までの道のりが遠い

垂水市地域防災計画（H18年度修正）
（H18年度修正）【避難所の設置及び管理】
（H19年度修正）【地域別避難所】【二次避難場所の開設】
【病院・社会福祉施設等における避難誘導】【広域的避難収容・移送】等

指定避難所の見直し（公民館・体育館など16箇所）
警戒区域の指定に伴い避難場所5ヶ所を変更・廃止
垂水市災害時要援護者「避難支援プラン」の策定
自治公民館を一時避難所に利用

避難所が不足している
（自治集会所が危険な場所に立地）
（避難所への職員配備の問題）

避難所の開設・運営

土砂災害警戒情報を防災無線で住民に提供

土砂災害警戒情報を市→振興会・自主防災組織の長→住民の流れで
提供

土砂災害警戒情報のみで避難勧告を出すのは困難
（区域の設定が問題．市町村単位を細分化してほしい）

早期避難の重視

振興会単位での避難勧告の発令
コミュニティFMの活用を検討中
メールの活用

防災無線、直に伝達、広報車による伝達

報道機関との連携
避難勧告の責任者の明確化

避難勧告・避難指示を出したことがない
土砂災害に対する避難勧告を考えたことがなかった

土砂災害警戒区域等を追加

垂水市地域防災計画（H19年度修正）【災害用独立電源の整備】市庁舎へ小型発電機を常備※情報伝達手段の確保

報道機関への情報公開．対策本部の開放

垂水市地域防災計画【 H19】【報道機関に対する情報発表の方法】「災害時における放送要請に関する協定」の締結
コミュニティFMの開設支援
メールサービスの登録周知 H18年200 →H20年現在850

主に防災無線と自主防災組織の長への直接連絡

※住民への情報伝達体制の強化

雨量局を9局設置し雨量情報を消防本部に送信（相互通報事業）
中継局が不通になり雨量情報が得られなかった
（庁舎屋上の雨量計のみで対応した）

土砂災害警戒監視情報がレベル3が点灯する度に消防が巡視に向かう

土砂災害警戒情報をFAX受信したが白黒のため見づらかっ
た．特に図は詳細が分からず判断できなかった

市の電話回線数等の制限により住民からの情報を十分に受
けられなかった（現地の全体的な状況が把握できなかっ
た）

災害発生予測や気象状況等は行政からの一方的な伝達で、
住民からの情報が入手しづらかった

情報の収集・伝達

取組みに関する主なアウトプット課題に対する取組み災害経験で明らかになった課題ガイドライン項目
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避難勧告基準の見直し【平成 18 年度、平成 19 年度】 

平成 17 年度地域防災計画 

 

 

 

 

                

 

 

 

 
 
 
 
 

平成 18 年度には、全市共通だった避難勧告基準について、山間部の地域特

性を考慮して連続雨量が平野部より 50 ミリ少ない雨量を基準として設定し

た。また、避難勧告発令の判断基準に土砂災害警戒情報、土砂災害警戒監視

情報を採用し、地域防災計画に追加した。さらに平成 19 年度には、土砂災害

警戒区域等についても、避難勧告基準を設定した。 

平成 18 年度地域防災計画 

平成 19 年度地域防災計画 
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【避難勧告等の発令】 
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土砂災害警戒区域の追加【平成 19 年度】 

 

 

平成 19 年度の地域防災計画には、指定されたばかりの土砂災害警戒区域において、早期

に警戒避難体制を整備していく旨を記載し、避難勧告基準を設定（前出）している。ま

た、参考資料として、土砂災害警戒区域の一覧を掲載している。 

平成 19 年度地域防災計画



鹿児島県垂水市の取り組み 

【避難勧告等の発令】 

 
-77-

「災害時における放送要請に関する協定」締結【平成 19 年度】 

 
 
 
 

災害が発生した場合、災害情報を放送機関を活用し、避難勧告などを住民

に伝達するための協定書である。放送要請を迅速化するために、各市町村か

らも関係放送機関に対して直接放送要請の内容を伝達できるようにした。 
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災害対策本部に避難輸送対策部を設置【平成 19 年度】 

 

 

災害対策本部の配下に避難輸送対策部を設置し、災害時要援護者が避難する

際に、専門として避難の補助が行えるようにした。 

平成 17 年度地域防災計画 平成 19 年度地域防災計画
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指定避難場所の再編【平成 18 年度、平成 19 年度】 

 

 

避難所内にトイレのない体育館や土石流危険渓流被害想定区域に位置する地

区公民館・一部の集落公民館を指定から外し、平成 17 年度 26 箇所あった指

定避難所を平成 18 年度に 16 箇所に再編した。さらに平成 19 年度にも見直し

を行っている。 

平
成

指定避難所

の再編

指定避難所数 17

平
成 
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災害時要援護者「避難支援」プラン作成【平成 18 年度】 

 
 
 

鹿児島県と共同で災害時要援護者支援プランを検討、作成した。 

プランとしては主に以下のプランを検討、実施している。 

・民生委員による要支援者の調査抽出 

・メールを活用し、遠隔地の家族から身内の要援護者に早めの避難を呼び

かける方策 

・医療機関を取り込んだ要援護者支援のための協定の検討、 
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鹿児島大学と協力した防災マップづくり（鹿児島大学公開講座） 

【平成 18 年】 
 

 

 
 

鹿児島大学生涯学習教育研究センターと協働で、「地域防災マップ作り（自主

防災組織づくり）」を開催し、自分たちで地域を守るための必要な組織づくり

の方法について学べる講座であり、参加者の受講料を市が全額負担している。
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鹿児島大学公開講座「総合計画をつくろう」開催【平成 19 年度】 

 
 

第四次垂水市総合基本計画の策定に向けて、垂水市のまちづくりに関して、

現状分析を行いながら、課題の所在と今後の方向性について住民と講師が一

緒に考え、報告書としてホームページや情報公開室から閲覧できる。 
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防災マップ作成【平成 18 年度】 

 
 
 

住民に地域内の土砂災害危険区域などを把握してもらい、今後の「早期で

安全な避難」に役立てるために「防災マップ」を作成し、市のホームページ

から公開している。 
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【防災意識の向上】 
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地域防災リーダーの養成計画【平成 19 年度】 

 

 

平成 19 年の地域防災計画より、災害予防計画に節として設け、防災リーダー

等の育成強化の方針を記載している。 

平成 18 年度地域防災計画 

平成 19 年度地域防災計画 
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地域危険度等の研究推進【平成 19 年度】 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

平成 19 年度地域防災計画 

平成 1９年の地域防災計画に記載され、地域の災害危険性を把握し、その結果

を防災マップ作成掲載することや、地域の地盤の成り立ちやその対策につい

ての調査研究を行うことが示されている。 


